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後期高齢者医療制度について 
 
１ 後期高齢者医療制度の廃止と新制度への移行について 
  後期高齢者医療制度について新政権では、当初は早期廃止を目指し老人保健制度への 
復活を前提としていたが、全国の自治体や医療関係者の反対が強い旧制度復活は現実的 
でないとして、新制度を策定し移行する方針を固めた。 
 老人保健制度に戻さない最大の理由は、運営主体が都道府県ごとの広域連合から市町 
村に戻り事務作業や制度運営に係る経費が膨大になるなど、市町村などから反対意見が 
でているためである。 

  政府は、現行制度の廃止の時期を平成 24 年度末とし、平成 25 年度から新制度へ移行 
する方向で検討に入っている。約 1 年かけて制度改革大綱を定め、平成 23 年度に関連法 
案を国会へ提出する考えである。 

 
２ 新制度に対する要望事項について 
  現行の後期高齢者医療制度は、引き続き平成 24 年度まで運用することとなるが、政府 
においては新たな制度のあり方について高齢者医療制度改革会議を設置し議論されてい 
るところであるが、懇話会において様々な意見をいただき、全国後期高齢者医療広域連 
合協議会を通じ要望していきたい。 

  同協議会は、新政権と厚生労働省との協議を注視しつつ、現制度の有用性を重んじつ 
つ、混乱を招かず、後期高齢者医療を守ることを基本として、各広域連合の意見を取り 
まとめ、平成 21 年 9 月 30 日厚生労働大臣へ要望を行った。 

 
○全国後期高齢者医療広域連合協議会要望事項 

  ①新たな制度設計の全体像を提示し、移行段階における詳細な工程を明らかにした

上で、円滑な新制度への移行を行い、医療制度に対する国民の信頼と安心を高め

るとともに、制度移行に必要な財源については、国民または地方へ新たな負担を

強いることなく、全額国において負担すること。 

②運営主体である広域連合、市区町村等との開かれた議論を行い、その意見を十分

に尊重すること。 

③国の責任による制度説明を徹底することにより、被保険者を始め、医療機関、広

域連合、市区町村等の現場に混乱が生じないように配慮すること。 

④都道府県単位の財政運営による保険料負担の公平性及び財政基盤の安定性とい

った利点は必ず引き継ぎ、国又は都道府県の立場を明確にすること。 

⑤電算システムの構築に当たっては、不具合による混乱や実務への多大な影響の二

の舞を演じないよう十分な準備・検証期間を確保し、安定した運用が可能なシス

テムとすること。 
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３ 高齢者医療制度改革会議 
   三党連立政権合意及び民主党マニフェストを踏まえ、後期高齢者医療制度廃止後の

新たな制度の具体的なあり方について検討を行うため、厚生労働大臣の主宰により、

関係団体の代表、高齢者の代表、学識経験者からなる「高齢者医療制度改革会議」

を設置。 
  
○第 1 回会議：平成 21 年 11 月 30 日 

   議  題：新たな高齢者医療制度のあり方について 
○検討に当たっての基本的な考え方 

  ①後期高齢者医療制度は廃止する。 
  ②マニフェストで掲げている「地域保険としての一元的運用」の第一段階として、高

齢者のための新たな制度を構築する。 
  ③後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題を解消する制度とする。 
  ④市町村国保などの負担増に十分配慮する。 
  ⑤高齢者の保険料が急に増加したり、不公平なものにならないようにする。 
  ⑥市町村国保の広域化に繋がる見直しを行う。 
 
４ 今後のスケジュール 

新しい高齢者医療制度の創設までのスケジュール（見込み）

平成２１年１１月

検
討
会
議
の
設
置

中
間
と
り
ま
と
め

意
識
調
査
の
実
施

地
方
公
聴
会
の
開
催

最
終
と
り
ま
と
め

法
案
提
出

実
施
体
制
の
見
直
し
・
準
備
・
広
報

新
し
い
高
齢
者
医
療
制
度
の
施
行

（参考）後期高齢者医療制度も法案成立から施行までは約２年。

平成１８年６月 高齢者の医療の確保に関する法律の成立

平成２０年４月 後期高齢者医療制度の施行

平成２２年夏 平成２２年末 平成２３年１月 平成２５年４月

全
て
の
市
町
村
等
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

シ
ス
テ
ム
の
改
修

政
省
令
の
制
定

平成２３年春

法
案
成
立

制度決定まで１年 法案作成から成立まで半年

施行準備 ２年
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平成２２・２３年度後期高齢者医療保険料率の試算状況について 
 
１ 保険料率の算定に用いる数値等 
 
 （１）保険料率算定に必要な基礎数値 
   ① 被保険者人口推計 
      平成２２年度被保険者人口       ８６，３６２人 

平成２３年度被保険者人口       ８７，０３６人 
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の都道府県別将来人口」が示す

数値により算出。 
 

   ② 後期高齢者医療に係る費用（医療給付費の伸び率）の見込額 
      平成２０年度から平成２２年度の伸び率   ２３．５７％ 

平成２０年度から平成２３年度の伸び率   ２９．９０％ 
※鳥取県の医療給付実績から示す伸び率により推計。 
 

③ 予定保険料収納率 
      予定保険料収納率  ９９．２８％ 

※鳥取県平成２０年度の収納率は 99．28％（全国平均 98．75％） 
 

 （２）剰余金（医療給付費準備基金）の活用について 
     「後期高齢者医療給付費等準備基金」の取崩 ８億円 
     
（３）保険料に係る賦課総額の算出 

      賦課総額   １１，９８２，７２３，１００円 
※基礎数値、法律施行令等で定める基準に基づき算出。 

 
 （４）保険料構成比 

応益保険料（均等割）  ５９％ 
応能保険料（所得割）  ４１％ 

    ○保険料の構成比は、次により算出。 
      応益保険料：応能保険料＝１：所得係数  

  ※所得係数＝１人当たり所得の全国平均を１としたときの各県の数値 
    ○鳥取県の所得係数は０．６９４２。 
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２ 後期高齢者医療保険料率の試算値等 
 

次に示すのは、現在における試算値、保険料負担軽減の見込みです。今後は、市町

村等からの意見をふまえ調整し、県との協議を実施し、２月１０日に予定している広

域連合議会において最終決定することとなります。 
 

（１）平成２２年度・２３年度の保険料率試算値 
※（ ）内は、平成２１年度のもの。 

   ○保険料の所得割率        １００分の７．７１（１００分の７．７５） 
○保険料の均等割額          ４０，７７３円（ ４１，５９２円） 

   ○保険料の賦課限度額        ５００，０００円（５００，０００円） 
○一人当たり保険料額（軽減前）    ６９，１３６円（ ６９，９１２円） 
○一人当たり保険料額（軽減後）    ４７，５６９円（ ４８，０９７円） 
 

（２）平成２２年度における保険料負担軽減の見込み 
①均等割額の軽減 

軽減割合 
世帯の総所得（収入）金額等 

（世帯主と被保険者により判定） 
軽減後 

均等割額 
 

9 割 
【基礎控除額（33 万円）を超えない世帯のうち、被保険

者全員が年金収入 80 万円以下（その他各種所得がない）】

の世帯 
4，000 円

8．5 割 
【基礎控除額（33 万円）】を超えない世帯のうち、9 割

軽減に該当しない世帯 
6，100 円

5 割 
【基礎控除額（33 万円）＋24 万 5 千円×世帯の被保険

者数（被保険者である世帯主を除く）】を超えない世帯 
20，300 円

2 割 
【基礎控除額（33 万円）＋35 万円×世帯の被保険者数】

を超えない世帯 
32，600 円

 
②所得割額の軽減 

   所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額（基礎控除後の総所得

金額）が５８万円以下の方は、所得割額が５割軽減されます。（年金収入のみの場

合、年金収入の額が２１１万円以下の方） 
 
③被扶養者であった方の軽減 

   後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険（健康保険組合や共済組合な

ど）の被扶養者だった方は、所得割額はかからず、均等割額が９割軽減されます。 
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歳　出 歳　入
（単位:円） （単位:円）

国庫負担金(3/12)
34,523,007,491

13,125,412,369 …調整交付金(1/12)
11,789,710,041 …県負担金(1/12)

医療給付費 11,366,648,726 …市負担金(1/12)
141,796,164,189

後期高齢者交付金
59,047,985,389

※１ 11,036,400,173

その他 国・県・市補助
1,017,900,784 166,461,000

※２ 851,439,784

※１＋※２＝ 11,887,839,957 円 ←保険料で負担する額

予定保険料収納率 99.28%

保険料賦課総額 11,982,723,100 円

① 7,069,806,629 円 4,912,916,471 円 ②

63,721,354,994 円 ･･･総所得金額見込④

所得割率

7.71% ･･･②÷④

年度 人口（人）
平成２２年度 86,362

均等割額 平成２３年度 87,036
40,773 円 ･･･①÷③ 合計③ 173,398

第三者納付金
100,000,000円

基金取崩等
　800,000,000円
特別高額共同事業
　　7,000,000円

【内容】
財政安定化基金拠出金
保健事業（健診）費用
審査支払手数料
葬祭費等

応益保険料（均等割）
５９％

応能保険料（所得割）
４１％

平成２２・２３年度における保険料試算の流れ
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平成２２・２３年度ケース別保険料計算例（試算値による） 
 
●ケース① 高齢者単身世帯（80 歳） 

     収入は年金のみで、年金収入 201 万円の場合 

所得割額の算定 201 万円(年金収入額)―120 万円(年金控除額)＝81 万円(所得額） 
          81 万円(所得額)―33 万円(基礎控除額)＝48 万円 

※基礎控除後の所得が 58 万円以下の場合、所得割 5 割軽減に該当します 
          48 万円×7．71％×０．５＝18，504 円(所得割額) 

均等割額の軽減 201 万円(年金収入額)―120 万円(年金控除額)―15 万円(特別控除)＝66 万円 
※2 割軽減に該当します 

          40,773 円―40,773 円×0．2＝32,618 円(均等割額) 
保険料額    18,504円(所得割額)＋32,618円(均等割額)＝51,100円(100円未満切り捨て) 

 
●ケース② 高齢者夫婦二人世帯（夫 80 歳、妻 77 歳） 
       夫婦とも年金以外に所得がなく、年金収入 79 万円の場合 
所得割額の算定  夫：79 万円(年金収入額)―120 万円(年金控除額)＝０円(所得額) 

妻：79 万円(年金収入額)―120 万円(年金控除額)＝０円(所得額) 
            ※基礎控除後の所得が０円ですので、所得割はかかりません 

均等割額の軽減 夫：79 万円(年金収入額)―120 万円(年金控除額)―15 万円(特別控除)＝0 円        

40,773 円―40,773 円×0．9＝4,077 円(均等割額) 
妻：79 万円(年金収入額)―120 万円(年金控除額)―15 万円(特別控除)＝0 円 

40,773 円―40,773 円×0．9＝4,077 円(均等割額) 
            ※夫婦とも 9 割軽減に該当します 

夫の保険料額    0 円(所得割額)＋ 4,077 円(均等割額)＝4,000 円(100 円未満切り捨て) 

妻の保険料額    0 円(所得割額)＋ 4,077 円(均等割額)＝4,000 円(100 円未満切り捨て) 

 
●ケース③ 高齢者夫婦二人世帯（夫 80 歳、妻 77 歳）と世帯主である息子（50 歳）と同居 
        夫：年金収入 201 万円、妻：年金収入 79 万円、世帯主：給与収入 700 万円の場合 

所得割額の算定    夫：201 万円(年金収入額)―120 万円(年金控除額)＝81 万円(所得額） 
81 万円(所得額)―33 万円(基礎控除額)＝48 万円 
※基礎控除後の所得が 58 万円以下の場合、所得割 5 割軽減に該当します 

              48 万円×7．71％×０．５＝18,504 円(所得割額) 
妻：79 万円(年金収入額)―120 万円(年金控除額)＝０円(所得額) 

均等割額の軽減   世帯主：700 万円(給与収入額)―190 万円(給与所得控除額)＝510 万円 
判定         夫：201 万円(年金収入額)―120 万円(年金控除額)―15 万円(特別控除)＝66 万円 

妻： 79 万円(年金収入額)―120 万円(年金控除額)―15 万円(特別控除)＝   0 円         
       ※510 万円＋66 万円＋0 円＝576 万円 均等割の軽減に該当しません 

夫：40,773 円(均等割額) 

妻：40,773 円(均等割額) 

夫の保険料額    18,504 円(所得割額)＋40,773 円(均等割額)＝59,200 円(100 円未満切り捨て) 

妻の保険料額        0 円(所得割額)＋40,773 円(均等割額)＝40,700 円(100 円未満切り捨て) 
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【鳥取県後期高齢者医療広域連合検討案】

所得割率 7.71% 均等割額

（年額）

公的年金
収入額 軽減率 軽減率

0 0 0 0 4,077 4,000

180,000 0 0 0 4,077 4,000

500,000 0 0 0 4,077 4,000

800,000 0 0 0 4,077 4,000

1,000,000 0 0 0 6,115 6,100

1,200,000 0 0 0 6,115 6,100

1,530,000 330,000 0 0 6,115 6,100

1,600,000 400,000 70,000 2,699 6,115 8,800

1,680,000 480,000 150,000 5,783 6,115 11,800

1,700,000 500,000 170,000 6,554 32,618 39,100

1,800,000 600,000 270,000 10,409 32,618 43,000

1,900,000 700,000 370,000 14,264 32,618 46,800

1,925,000 725,000 395,000 15,227 32,618 47,800

2,010,000 810,000 480,000 18,504 32,618 51,100

2,030,000 830,000 500,000 19,275 32,618 51,800

2,100,000 900,000 570,000 21,974 40,773 62,700

2,110,000 910,000 580,000 22,359 40,773 63,100

2,200,000 1,000,000 670,000 51,657 40,773 92,400

2,380,000 1,180,000 850,000 65,535 40,773 106,300

2,400,000 1,200,000 870,000 67,077 40,773 107,800

2,500,000 1,300,000 970,000 74,787 40,773 115,500

3,000,000 1,800,000 1,470,000 113,337 40,773 154,100

3,500,000 2,250,000 1,920,000 148,032 40,773 188,800

4,000,000 2,625,000 2,295,000 176,944 40,773 217,700

4,500,000 3,040,000 2,710,000 208,941 40,773 249,700

5,000,000 3,465,000 3,135,000 241,708 40,773 282,400

5,500,000 3,890,000 3,560,000 274,476 40,773 315,200

6,000,000 4,315,000 3,985,000 307,243 40,773 348,000

6,500,000 4,740,000 4,410,000 340,011 40,773 380,700

7,000,000 5,165,000 4,835,000 372,778 40,773 413,500

7,500,000 5,590,000 5,260,000 405,546 40,773 446,300

8,000,000 6,045,000 5,715,000 440,626 40,773 481,300

8,500,000 6,520,000 6,190,000 477,249 40,773 500,000

9,000,000 6,995,000 6,665,000 513,871 40,773 500,000

9,500,000 7,470,000 7,140,000 550,494 40,773 500,000

＊被用者保険の被扶養者については、保険料軽減措置により、平成２２年度は年額４,０００円となります。

＊均等割の軽減判定は、世帯の構成や被保険者と世帯主の総所得金額の合計により変わります。

＊所得割の軽減判定は、被保険者の所得により変わります。

所得割額 均等割額

40,773

平成２２年度　年金別保険料（単身世帯）

保険料額

※単身世帯の本人の年金のみ場合

賦課のもととな
る所得金額

公的年金等控
除後の所得額

-

50%

軽減
なし

軽減
なし

９割

８．５割

２割
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【鳥取県後期高齢者医療広域連合検討案】

所得割率 7.71%

※夫婦とも被保険者であり、夫の収入が年金のみ、妻の収入が年金８０万円の場合 （年額）

公的年金
収入額 軽減率 軽減率 軽減率

0 0 0 4,077 4,000 0 4,077 4,000 8,000

180,000 0 0 4,077 4,000 0 4,077 4,000 8,000

500,000 0 0 4,077 4,000 0 4,077 4,000 8,000

800,000 0 0 4,077 4,000 0 4,077 4,000 8,000

1,000,000 0 0 6,115 6,100 0 6,115 6,100 12,200

1,200,000 0 0 6,115 6,100 0 6,115 6,100 12,200

1,530,000 0 0 6,115 6,100 0 6,115 6,100 12,200

1,600,000 70,000 2,699 6,115 8,800 0 6,115 6,100 14,900

1,680,000 150,000 5,783 6,115 11,800 0 6,115 6,100 17,900

1,700,000 170,000 6,554 20,386 26,900 0 20,386 20,300 47,200

1,800,000 270,000 10,409 20,386 30,700 0 20,386 20,300 51,000

1,900,000 370,000 14,264 20,386 34,600 0 20,386 20,300 54,900

1,925,000 395,000 15,227 20,386 35,600 0 20,386 20,300 55,900

1,930,000 400,000 15,420 32,618 48,000 0 32,618 32,600 80,600

2,010,000 480,000 18,504 32,618 51,100 0 32,618 32,600 83,700

2,030,000 500,000 19,275 32,618 51,800 0 32,618 32,600 84,400

2,100,000 570,000 21,974 32,618 54,500 0 32,618 32,600 87,100

2,110,000 580,000 22,359 32,618 54,900 0 32,618 32,600 87,500

2,200,000 670,000 51,657 32,618 84,200 0 32,618 32,600 116,800

2,380,000 850,000 65,535 32,618 98,100 0 32,618 32,600 130,700

2,400,000 870,000 67,077 40,773 107,800 0 40,773 40,700 148,500

2,500,000 970,000 74,787 40,773 115,500 0 40,773 40,700 156,200

3,000,000 1,470,000 113,337 40,773 154,100 0 40,773 40,700 194,800

3,500,000 1,920,000 148,032 40,773 188,800 0 40,773 40,700 229,500

4,000,000 2,295,000 176,944 40,773 217,700 0 40,773 40,700 258,400

4,500,000 2,710,000 208,941 40,773 249,700 0 40,773 40,700 290,400

5,000,000 3,135,000 241,708 40,773 282,400 0 40,773 40,700 323,100

5,500,000 3,560,000 274,476 40,773 315,200 0 40,773 40,700 355,900

6,000,000 3,985,000 307,243 40,773 348,000 0 40,773 40,700 388,700

6,500,000 4,410,000 340,011 40,773 380,700 0 40,773 40,700 421,400

7,000,000 4,835,000 372,778 40,773 413,500 0 40,773 40,700 454,200

7,500,000 5,260,000 405,546 40,773 446,300 0 40,773 40,700 487,000

8,000,000 5,715,000 440,626 40,773 481,300 0 40,773 40,700 522,000

8,500,000 6,190,000 477,249 40,773 500,000 0 40,773 40,700 540,700

9,000,000 6,665,000 513,871 40,773 500,000 0 40,773 40,700 540,700

9,500,000 7,140,000 550,494 40,773 500,000 0 40,773 40,700 540,700
＊被用者保険の被扶養者については、保険料軽減措置により、平成２２年度は年額４，０００円となります。
＊妻は、年金収入が８０万円であることから、所得割額がかかりません。
＊均等割の軽減判定は、世帯の構成や被保険者と世帯主の総所得金額の合計により変わります。
＊所得割の軽減判定は、被保険者の所得により変わります。

夫婦の
保険料
の合計

均等割額

９割

８．５割

保険料額

妻の保険料

所得割額
賦課のもととな
る所得金額

５割

２割

軽減
なし

９割

８．５割

-

50%

平成２２年度　年金別保険料（夫婦二人世帯）

均等割額 40,773

夫の保険料

軽減
なし

保険料額所得割額

軽減
なし

均等割額

５割

２割

8



短期被保険者証の運用について 

 

短期被保険者証は、平成２１年８月に、被保険者証の一斉更新と併せて、有効

期限を一律３か月に定めて交付を行い（更新は３か月ごとに実施）、１１月の更

新からは有効期限を３か月と６か月に定めて交付をしました。（有効期限の基準

については下記参照。） 

なお、平成２２年５月には短期被保険者証の更新及び負担能力があるにもかか

わらず保険料を滞納している者を対象に後期高齢者医療資格証明書の交付を予

定しております。 

 

 

１ 短期被保険者証  前年度以前の保険料を滞納している被保険者 

の交付対象     
 
２ 短期被保険者証 「保険料の納付のお願い及び納付相談のご案内」送付 
   交付の流れ 
                      納付交渉 

滞納額全額納付  滞納額一部納付    納付なし 

 

 

被 保 険 者 証    短期被保険者証      

 

３ 短期被保険者証 ３か月 ・納付誓約の履行に誠意がなく、滞納額の減少が 

の有効期限            見られない。 

・更新時の未納額が、前回更新時と比較して半額 

以上残っている。 

 

６か月 ・納付誓約の履行に誠意があり、滞納額の減少が 

見込まれる。 

・更新時の未納額が、前回更新時と比較して半額 

以下になっている。 

 

４ 被保険者証への   ・保険料を全額納付することが原則。ただし納付誓約、 

切り替え          分割納付等により､数か月後に全額納付が見込まれる 

場合は、被保険者証を交付するケースもある。 

 

５ 短期被保険者証発行状況(10 月末時点） 

                                            

市町村 発行数 市町村 発行数 市町村 発行数

鳥取市 ９３ 八頭町    ３ 南部町         ０

米子市 １０４ 三朝町    １ 伯耆町      ８ 

倉吉市 ２６ 湯梨浜町    ８ 日南町 １ 

境港市 ２２ 琴浦町    ６ 日野町         １ 

岩美町   ３ 北栄町    ７ 江府町     ０

若桜町    ０ 日吉津村    ０      

智頭町     ０ 大山町    ７ 合 計 ２９０ 
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資格証明書の運用について 

 

１ 資格証明書の趣旨等 

資格証明書交付の趣旨は、被保険者間の公平を保つために設けられているものであ

り、負担能力があるにもかかわらず保険料を滞納している者を対象に、その交付時や

給付申請の際に折衝の機会を増やし、保険料の納付につなげることを目的として交付

するものである。 

しかしながら、その運用については、機械的に行われることにより、高齢者が必要

な医療を受ける機会が損なわれることのないよう留意しなければならない。 

いうまでもなく、広域連合においては、市町村と緊密な連携を行い、滞納の初期段

階からきめ細やかな収納対策により資格証の交付に至らないように努める。 

     (１） 文書による催告のみではなく、電話、臨戸訪問等による催告・納付相談を実施

すること。 

   (２） 被保険者の状況に応じて、保険料の分割納付、減免・徴収猶予制度についても

十分に説明すること。 

  （３） 保険料を支払うことが困難である被保険者について、その収入、生活状況等に

応じた納付計画を被保険者と共に作成し、適切な収納に結びつけること。 

（４） 市町村においては、きめ細やかな収納対策を適切に行った上で、保険料の納付

につき十分な収入、資産があるにもかかわらず、なお保険料を納めない被保険者

に対して、法の規定に基づく滞納処分を積極的に行うこと。 

（５） 収納対策を効果的かつ効率的に行うためには、被保険者と接触して納付相談等

の機会を増やすことが重要であり、有効期限の短い被保険者証の交付を繰り返し行

うこと。 

 

２ 交付の対象となる者 

当該保険料を納期限から１年６月を経過してもなお滞納している者のうち、次のい

ずれかに該当するものとする。 

  （１） 納付相談に応じない者 

   （２） 所得・資産の状況から保険料の負担能力が十分あると認められるのにもかかわ

らず納付しない者又は納付計画を履行しない者 

（３）その他悪質な滞納者と認められる者  

 

３  交付の対象から除外する者 

（１） 当該保険料の滞納につき、次のいずれかに該当する「特別の事情」があると認め

られる者は、資格証明書の交付対象外とする。 

ア 保険料を滞納している被保険者又はその世帯に属する世帯の世帯主（以下この

条において「滞納被保険者等」という｡）がその財産につき災害を受け、又は盗

難にかかったこと。 

イ 滞納被保険者等又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷し

たこと。 

ウ 滞納被保険者等がその事業を廃止し、又は休止したこと。 
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エ 滞納被保険者等がその事業により著しい損失を受けたこと。 

オ 滞納被保険者等が失業等により、収入が著しく減少したこと。 

カ その他上記アからオに類する事由があったこと。 

（２） 入院又は継続的な通院等により診療等を受けている、又は受ける予定のある被保

険者については、その収入、生活状況、診療等の内容を勘案し、仮に資格証明書を

交付した場合、医療費の全額を一時的に負担することが困難となり、必要な医療を

受ける機会が損なわれるおそれがあると認められる場合。 

（３） 市町村における収納対策を通じて保険料の分割納付をし、又は条例の規定に基づ

く保険料の減免・徴収猶予の適用を受けている被保険者については、原則として、

上記（１）カにより保険料を納付することができないと認められる特別の事情があ

るものとする。 

（４） 上記（１）イ、ウに掲げる規定により特別の事情があると認められるか否かにつ

いては、滞納者の現在の収入、生活状況等を個々に具体的に把握したうえで、滞納者

が賦課されている保険料を現に負担する能力があるか否かという観点から判断する

ものとする。 

 

４ 交付措置を解除する者 

（１） 資格証明書の交付を受けている被保険者が、次のいずれかに該当することとなっ

た場合は、被保険者証を交付するものとする。 

ア 滞納している保険料を完納した場合。 

イ 滞納額の著しい減少が認められる場合。 

ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成６年法律第１１７号)による

一般疾病医療費の支給その他高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成

１９年厚生労働省令第１２９号)第１３条各号に定める給付を受けることがで

きる場合。 

エ  前記３に該当する場合。 

（２） 上記（１）イに規定する滞納額の著しい減少の認定については、被保険者の収入、

生活状況、滞納額等を個々に具体的に把握し、以降の保険料の収納計画等を被保険

者とともに立てた上で行うものとする。滞納額が未納保険料額の半額以下となった

ときは、その時点で短期証への切替ができるものとする。 

（３） 上記（２）により被保険者に交付する被保険者証の有効期限は、通常の有効期限

より短い期限（３か月又は６か月）を設定するものとする。 
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